
［収益的収支］※１
　収入は、水道料金収入が主で、執行率は47.4㌫
となっています。
　一方、支出は、浄水場や配水管の維持管理費な
どです。そのうち、年度末に経理を行う減価償却
費などの経費があることから、執行率は25.5㌫と
なっています。

［資本的収支］※ 2
　収入は、予算の大部分が借入金などで、年度末
の収入となることから、現在の執行率は0.8㌫と
なっています。
　一方、支出は、配水管の整備事業や水道メー
ターの購入、借入金の償還などにより、執行率は
48.7㌫となっています。

科　　目 予算額 執行額 執行率

収　

入

水 道 料 金 9億1,546万円 4億5,001万円 49.2%
受託工事収益 2,205万円 1,069万円 48.5%
その他営業収益 1,968万円 1,060万円 53.9%
営 業 外 収 益 3,781万円 3万円 0.1%
特 別 利 益 0円 0円 0.0%

計 9億9,500万円 4億7,133万円 47.4%

支　

出

委 託 費 1億8,314万円 8,084万円 44.1%
人 件 費 1億3,004万円 5,725万円 44.0%
支 払 利 息 9,791万円 4,896万円 50.0%
減 価 償 却 費 3億2,800万円 0円 0.0%
資 産 減 耗 費 2,989万円 0円 0.0%
維持管理費等 1億5,082万円 4,744万円 31.5%

計 9億1,980万円 2億3,449万円 25.5%

科　　目 予算額 執行額 執行率

収　

入

企 業 債 1億1,150万円 0円 0.0%

工 事 負 担 金 455万円 89万円 19.5%

計 1億1,605万円 89万円 0.8%

支　

出

工 事 請 負 費 1億8,484万円 8,248万円 44.6%

企業債償還金 2億6,424万円 1億3,139万円 49.7%

人 件 費 3,205万円 1,377万円 43.0%

量水器購入費 5,473万円 5,030万円 91.9%

修 繕 費 821万円 287万円 35.0%

委 託 費 4,476万円 891万円 19.9%

そ の 他 経 費 739万円 92万円 12.5%

計 5億9,622万円 2億9,064万円 48.7%

特集　　水道とわたしたちのくらし

水道事業会計の財政公表
―水道料金はこう使われています―

問い合わせ　水道グループ（☎85５５０１）

用語解説
※１収益的収支 年度内に発生すると見込まれる

全ての収益とそれに対応する全
ての費用

※ 2資本的収支 施設の設備や企業債の償還元金
などの支出、これに要する資金
としての企業債収入など

予算執行状況
9 月30日現在の状況をお知らせします

　市は、安全な水道水の安定供給を図るため、皆さんが納入する
水道料金などを財源として、毎年度、水道施設の整備を行ってい
ます。
　今号では、平成26年度の予算執行状況などについてお知らせし
ます。
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　市は、安定的に水道水を供給するため、管路の更新や耐
震化などの整備を行っています。企業債はこれらの建設改
良に伴う資金が必要なとき、その財源として発行を認めら
れるものです。平成25年度は、8,760万円の企業債を発行
しました。
　また、これまでに借り入れた企業債の元金 2 億6,063万
円と利子 1億117万円、合計 3億6,180万円を支払いました。

　平成25年度末の行政区域内人口 5 万613人に対し、給水人口が
4万9,823人となり、水道普及率が98.44㌫と、市内のほとんどの
家庭に水道水を供給していることになります。
　水道の使用区分は、家事用・家事用以外・公衆浴場用・臨時用
と 4つの用途に分かれています。
　家事用は、給水戸数、給水量ともに前年度に比べ減少しました。
家事用以外は、給水量が前年度に比べ増加していますが、給水戸
数は減少傾向が続いています。給水量の推移としては、増加して
いる年度もありますが、全体的には家事用、家事用以外ともに減
少している傾向にあります。

用途区分
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

給水戸数
（戸）

年間給水量
（立方㍍）

給水戸数
（戸）

年間給水量
（立方㍍）

給水戸数
（戸）

年間給水量
（立方㍍）

給水戸数
（戸）

年間給水量
（立方㍍）

給水戸数
（戸）

年間給水量
（立方㍍）

家 事 用 20,787 3,402,390 20,825 3,431,644 20,990 3,369,339 21,028 3,360,165 20,964 3,307,705

家 事 用
以　 外 1,236 814,477 1,216 803,091 1,211 758,918 1,217 752,216 1,201 761,127

公　 衆
浴 場 用 3 5,765 2 5,986 2 4,479 1 0 1 0

臨 時 用 55 2,920 44 1,163 41 382 48 1,136 42 3,038

合　　計 22,081 4,225,552 22,087 4,241,884 22,244 4,133,118 22,294 4,113,517 22,208 4,071,870

一日平均
給 水 量 11,577立方㍍ 11,622立方㍍ 11,293立方㍍ 11,270立方㍍ 11,156立方㍍

用途別給水戸数および給水量

企業債の状況（各年度末残高）企業債の状況

給水量と給水戸数の状況

平成25年度は8,760万円の企業債を発行

給水量と給水戸数は減少傾向
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集　
　

水
道
と
わ
た
し
た
ち
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く
ら
し

水
道
管
の
凍
結
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

（
１
）
蛇
口
を
あ
け
る

（ 

2
）
水
落
と
し
レ
バ
ー
ま
た
は
ハ
ン
ド

ル
を
閉
め
る
（
電
動
式
は
ボ
タ
ン
を
操

作
す
る
こ
と
で
水
を
落
と
す
）

　

水
抜
き
栓
に
は
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が

あ
り
、
水
落
と
し
が
不
完
全
な
場
合
、
凍

結
や
漏
水
の
原
因
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
設
備
業
者
や
製
造
メ
ー

カ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

じ
、
床
下
に
冷
た
い
風
が
入
ら
な
い
よ
う

に
す
る
な
ど
、
凍
結
防
止
に
努
め
る
こ
と

が
大
事
で
す
。

　

水
道
管
の
凍
結
事
故
が
起
き
や
す
く
な

る
の
は
、
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
１
月
か
ら

2
月
に
か
け
て
で
す
。

　

気
温
が
マ
イ
ナ
ス
4
度
以
下
に
な
っ
た

と
き
や
真
冬
日
（
一
日
中
外
気
温
が
0
度

以
下
）
が
続
い
た
と
き
な
ど
は
、
特
に
注

意
が
必
要
で
す
。

　

長
期
不
在
時
だ
け
で
は
な
く
、
就
寝
前

や
外
出
時
に
お
い
て
も
水
落
と
し
を
お
勧

め
し
ま
す
。

　

ま
た
、
日
ご
ろ
か
ら
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

な
ど
の
気
象
情
報
に
注
意
し
、
こ
ま
め
に

水
落
と
し
を
行
い
、
換
気
口
を
完
全
に
閉

Ｑ
１　

水
落
と
し
は
ど
ん
な

 

と
き
に
必
要
な
の
？

Ｑ
２　

水
落
と
し
の

 

方
法
は
？

　市は、水道事業運営に関し、その目指すべき将来像を描き、これを実現していくための指針とな
る『登別市水道事業ビジョン』について、平成27年度中の策定に向け作業を進めています。

『登別市水道事業ビジョン』とは？
　人口減少や生活様式などの変化により、水需要が減少する中で、水道施設の多くが老朽化し、
その更新が課題となっています。
　また、一方では地震や停電などによる事故や災害などへの対応も大きな課題となっています。
　さまざまな課題に対応していくために、市の水道事業の現状と将来見通しを分析・評価した
上で、『安全』、『強

きょう

靭
じん

』、『持続』の観点から目指すべき将来像を描き、今後10年間にわた
る市の水道事業の運営に関する方向性や施策推進の基本的な考えを示すのが『登別市水道事業
ビジョン』です。

策定に向けて
　策定に当たっては、『登別市水道ビジョン検討委員会』
を設置し、市民参画のもと策定作業を進めています。
　また、平成26年 8 月には需要者アンケート調査を実施
するとともに、ビジョン素案についてはパブリックコメ
ントを行い、広く意見を求めることとしています。検討
委員会議事録は、市ホームページで公表しています。

登別市水道事業ビジョンの策定作業を進めています

▲水抜き栓の種類の一例

▲登別市水道ビジョン検討委員会
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、
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※ 

熱
湯
を
か
け
た
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蛇
口
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ど
に
直
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と
、
破
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す
る
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で
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だ
さ
い
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凍
結
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放
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す
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と
、
水
道
管
の
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裂

を
起
こ
す
場
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あ
る
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め
、
指
定
業
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に
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、
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こ
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い
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凍
結
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ど
の
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、
皆
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自
己
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と
な
り
ま
す
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修
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前
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事
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用
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Ｑ
３　

凍
結
修
理
を

　
　
　

業
者
に
依
頼
す
る
前
に

 
自
分
で
行
う
こ
と
は
？

Ｑ
４　

凍
結
修
理
の

 

費
用
は
？

登別市内指定給水装置工事事業者 （平成26年10月29日現在）

事　業　者　名 住　　　所 電 話 番 号

㈱荒川設備 栄町 3丁目18－ 5 ８６－７１３８

磯松建設㈱ 幌別町 5丁目25－ 7 ８５－２３３８

オール設備㈱ 中央町１丁目 4－10 ８５－２１６９

高橋衛生工業㈱ 桜木町 5丁目20－ 6 （営業所） ８５－５５８５

㈱ゴウダ 片倉町 2丁目24－26 ８５－５０２９

㈱藤田設備工業 登別港町１丁目 4－31 ８３－３１５４

㈱管工設備 新生町 4丁目 6－ 6 ８６－６１６６

登別管工事業協同組合 中央町１丁目10－ 5 ８５－３３７９

㈲水道屋 新生町１丁目12－ 2 ８２－４１１０

㈲ダイワガス住設 栄町 3丁目 9－１ ８６－７１８３

㈱小島商事 栄町 4丁目 7－ 4（営業所） ８６－６２６４

㈲誠住宅設備プランニング 栄町 4丁目12－ 4 ８７－１２０１

㈲野呂商会 幸町 5丁目11－ 4 ８８－０３５５

片倉設備 片倉町 4丁目 9－ 2 ８５－９６９３

㈱プロテック 新生町 2丁目10－11 ８７－２６２８

上口建設㈱ 幌別町 3丁目１ ８３－６８８０

㈱戸田設備 鷲別町 6丁目33－ 4 ８６－２９７６

※ 上記以外の登別市指定給水装置工事事業者（市外登録業者）は、市ホームページをご覧になるか、水
道グループへお問い合わせください。
　平日 9時～17時30分　水道グループ（☎85 5 5 1 0 ）
　平日17時30分以降、土・日曜日、祝日　市役所当直（☎85 2 1 1 1 ）

水道管の『凍結』・『故障』・『修繕』は登別市指定給水装置工事事業者へ

▲解氷方法の一例
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